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2020 年度 藤沢遠藤生態系保全の会作業予定地  

 

 

１:谷戸横断道草刈 2 回Ｘ100ｍ2=200m2 

２～７：谷戸横断道周辺低茎湿地管理草刈 計 2500ｍ2 

８～11：ヨシ原更新草刈（機械刈支援） 計 1100ｍ2 

申請作業面積 合計 3800ｍ2  

12、13 合計 400ｍ２は新型コロナウィルス感染症のため作業延期で来期作業 

以上手刈作業で行うが１、8～11 は機械刈支援有り 

これとは別にＡ，Ｂ，Ｃは湿地改善追加作業予定地 



令和２年度　藤沢市公益的市民活動交付金

団体名

2021/1/6
作業エリアは添付参照

作業エリア

① 谷内横断道路草刈り作業

１回目 100 ㎡

２回目 100 ㎡

200 ㎡

②～⑦ 谷戸内草刈り作業

② 2020年7月15日、16日 250 ㎡

③ 2020年9月9日、30日 300 ㎡

④ 2020年10月14日 300 ㎡

⑤ 2020年6月10日、17日、27日 250 ㎡

⑥ 600 ㎡

⑦ 2020年11月11日、18日、26日 900 ㎡

㎡

㎡

㎡

2,600 ㎡

⑧～⑪ 谷戸内ヨシ原刈り作業

⑧ 200 ㎡

⑨ 300 ㎡

⑩ 300 ㎡

⑪ 400 ㎡

1,200 ㎡

Ａ、Ｂ、Ｃ 湿地保全、改善作業

Ａ

Ｂ

Ｃ

累計作業量 4,000 ㎡

作業内容

2020年6月4日

2020年9月16日

完了 報告書　　作業一覧表　

藤沢遠藤生態系保全の会

作業実績
作業日 作業数量

合計

2020年6月26日、7月2日

2020年11月23日、12月3日

合計

2020年9月9日、16日

2020年5月13日～27日

2020年10月28日

2020年5月20日、6月9日、10月7日

2020年4月11日、7月2日

2020年4月11日、5月20日

合計













資料４ 

健康の森管理運営協議会 会則 

（名称） 

第１条 この会は，健康の森管理運営協議会（以下「管理運営協議会」という。）

と称する。 

（目的及び設置） 

第２条 本市の三大谷戸の一つである健康の森において，その貴重な谷戸環境や

緑地空間の恒久的な保全（里山再生）と，自然環境を活かした地域活性化を全

体方針として策定された健康の森基本計画の実現に向け，多様な主体と連携し

た森づくりを推進するため，管理運営協議会を設置する。 

（所掌事務） 

第３条 管理運営協議会は，前条の目的を達成するため，次に掲げる事項につい

て検討を行う。 

 (1) 管理・運営のためのルールづくり（憲章）に関すること 

 (2) ゾーン毎の管理母体の組織化に関すること 

 (3) ゾーン毎の自然環境保全対策及び利用・管理に関すること 

 (4) 施設整備計画に関すること 

 (5) 地域活性化施策に関すること 

 (6) 前号に掲げるもののほか，前条の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第４条 管理運営協議会は，１０人以内で組織する。 

２ 管理運営協議会委員は，第２条の目的に賛同し，かつ実現に向けた取組に参

画する地元組織，自然保護団体，ＮＰＯ法人等をもって構成する。 

３ 管理運営協議会委員の任期は，２年とする。ただし再任を妨げない。 

（会長等） 

第５条 管理運営協議会に会長を置き，管理運営協議会委員の互選により選任す

る。 

２ 会長は，会務を総理し，管理運営協議会を代表する。 

３ 管理運営協議会に副会長 1人を置き，会長の指名により選任する。 

 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

 

 

 



（議事） 

第６条 管理運営協議会は，会長が招集する。 

２ 会長は，会議の議長となり，議事を整理する。 

３ 管理運営協議会は，管理運営協議会委員の過半数が出席しなければ，会議を

開き，議決することができない。 

４ 管理運営協議会の議事は，出席した管理運営協議会委員の過半数をもって決

し，可否同数のときは，会長の決するところによる。 

（資料の提出等の要求） 

第７条 会長は，管理運営協議会の所掌事務を遂行するため必要があると認める

ときは，関係者に対し，資料の提出，説明その他必要な協力を求めることがで

きる。 

 （オブザーバー） 

第８条 管理運営協議会にオブザーバーを置く。 

２ オブザーバーは，慶應義塾大学関係者及び藤沢市関係部局職員をもって充て

る。（別表１） 

３ 第２条の目的を達成するため必要があるときは，会長が指名した専門家をオ

ブザーバーとして出席させることができる。 

４ オブザーバーは，会議に出席して意見を述べることができる。 

（事務局） 

第９条 管理運営協議会の庶務は，都市整備部西北部総合整備事務所において処

理する。 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか，管理運営協議会の議事の手続その他管

理運営協議会の運営に関し必要な事項は，会長が管理運営協議会に諮って定め

る。 

附 則 

  この会則は，平成２４年７月２７日から施行する。 

附 則 

  この会則は，平成２５年４月 １日から施行する。 

附 則 

  この会則は，平成２７年４月２０日から施行する。 

 

 

 



別表１（オブザーバー） 

機関名 

慶応義塾大学湘南藤沢事務室 看護医療学部担当 

慶応義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 

藤沢市市民自治部遠藤市民センター  

藤沢市都市整備部みどり保全課 
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■健康の森の管理体制について 

 

 遠藤笹窪緑地（遠藤笹窪谷（谷戸））は、「健康の森」に位置する谷戸環境を有

する緑地です。周囲約２０ha は、令和元年度に特別緑地保全地区に指定され、

谷戸底は、現在、令和４年度の開園に向けて都市公園を整備中です。 

 本市では、これまで２回、全市域の緑地を対象に自然環境実態調査を行ってお

り、その調査結果から、遠藤笹窪緑地は、「豊かさ」と「重要性」の２つの視点

で行った生態学的評価が高いことが明らかになっています。 

 

１．「藤沢市生物多様性地域戦略」における位置づけ 

平成３０年６月に策定した「藤沢市生物多様性地域戦略」では、生物多様性の

認識不足を最大の危機と捉え、まずは「啓発」が重要とし、重点プログラムとし

て（仮称）生物多様性センター機能の構築による連携やつながりの創出を位置づ

けています。 

 一方、平成２３年７月に策定した「ふじさわ緑の基本計画」においては、市内

三大谷戸である遠藤笹窪谷、石川丸山谷戸、川名清水谷戸周辺を「緑の保全拠

点」、長久保公園を「緑の普及・啓発拠点」として位置づけています。 

この二つの計画に基づき、今後、生物多様性の普及啓発を進めていくにあたっ

ては、（仮称）生物多様性センター機能を長久保公園に置き、遠藤笹窪谷、石川

丸山谷戸、川名清水谷戸周辺は、普及啓発に関する現場での活動を支える（仮称）

生物多様性サテライトセンターとして機能させることで、それぞれが役割を担

いながら相互に連携し、普及啓発のつながりを創出するものと考えているもの

です。 

 

２．（仮称）生物多様性センター及び同サテライトセンターについて 

 生物多様性に関する拠点機能の構築の取組は、情報の集約と容易なアクセス

環境の創出による「普及啓発」の向上や各活動団体等のつながりの創出による

「協働」の実現に寄与する取組です。 

そのため「（仮称）生物多様性センター」（長久保公園）は、全ての情報を一元

管理し、普及啓発、協働の活動の現場である各サテライトセンター（（仮称）遠

藤笹窪谷公園・引地川親水公園・新林公園を想定）と連携を図ることにより、生

物多様性に関するマルチパートナーシップが形成され、ひいては豊かな生態系

の保全につながると考えているものです。 
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【（仮称）生物多様性センター及び同サテライトセンター相関図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．遠藤笹窪緑地の管理体制について 

 遠藤笹窪緑地の谷戸底に開園する公園は、周辺の緑地と一体的に管理するこ

とにより、里山景観を保全し、豊かな生態系を守り育てるとともに、市民や事業

者、市民活動団体、大学等の研究機関と連携し、①環境保全活動 ②自然観察会 

③学校教育における環境教育の機会の提供等に資する（仮称）生物多様性サテラ

イトセンターの開設を目指しており、この趣旨に則り、令和５年度からは、公園

と周囲の緑地を併せて、みどり保全課が管理運営を担う予定です。 

 

 

以 上 
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健康の森管理体制の課題

ＮＰＯ法人藤沢サンクチュアリ

理事長 高橋和也

今回開園される公園は、都市公園ではあるが、周りの自然と一体化した「健康の森」という自然公

園と考えるべきであり、そのために２００８年より健康の森あり方検討会が発足し、自然を生かした

公園としてどのような自然の公園であるべきか、そのあり方について議論されました。それを受け２

０１０年より、基本計画検討部会が発足し２０１２年に市長へ健康の森基本計画を提示しました。と

同時にあり方検討会、基本計画部会を受けて管理運営協議会が発足し２０１３年に「健康の森憲章」

が制定されました。基本計画の中では、今回公開される公園部分は「谷戸の里再生ゾーン」として位

置づけけられ、水田、菖蒲園、草原などが基本計画として提示され里山の再生という構想の下に回す

ることになりました。そして２０１６年には地域の人、市民の参加を得てワークショップも開催され、

その内容がより充実し、具体化すると同時に地域と市民からの賛同と指示を受けました。

公園を開園するにあたり、次のような課題が考えられると思いますので、皆さんにここで定義をし、

管理運営協議会とみどり保全課と今後の対応を考えていただきたい。

１．指定管理者及び業者について

以上の流れを考えると、管理者及び業者はこの考えに基づいての管理運営をしなければならない

という課題があるし、業者の選定にはそういった流れを理解し知っている業者が望ましい。

２．指定管理者と管理運営協議会との連携について

・自然保全のための管理についての協議

憲章「生きものを大切にします」どのような生きものを大切にしたらいいか、その草を刈ったり、

木を切ることでどのような生きものに影響が出るかなど協議しながら管理する必要性があるので

はないか。

・催し物、イベントについての共同参画

憲章「地域活性化」のためのイベントを私たちは今まで試みています。公園が開園したことで

地域のためのイベントを行うにあたって指定管理者が企画運営を行い我々が参加お手伝いを行

えるようにすることを考えています。

また、私たちは憲章の「次の世代に引き継ぎます」という内容に答えるため、中学生の職業体験

の林業実習や高校生のボランティア活動を推進するための催し物を行っています。また、今後、

竹細工や、炭焼き、市民のふるさと体験としての農作業、林の保全作業など幅広い催し物、研修

講座が考えられます。それに対しての全面的な協力を指定管理者にお願いしたい。

・管理棟、重機の共同利用

管理運営協議会の団体としてチッパーなどの大型の機械を現状では外に放置している。新たらし

くできる管理棟での協働管理はできないか。
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３．公園内の規則について

・採集の問題

今近隣のほとんどの公園が採集禁止になっています。かといって全面解除にすると、一部のマ

ニア(大人)が根こそぎ採っていってしまい、全滅の自体に起こりかねない。そこで、「小学生

以外の動植物の採取全面禁止」という日本で初めてのルール作りを行うのはいかがでしょうか。

・犬問題について

以前に検討した時は結論が出ませんでした。私たち犬の侵入全面禁止を進めたい。里山再生

ゾーンは景色の再生だけではなく、里山で遊ぶ子ども達を再生しないと本来の健康の森の目的

を達成できないと考えています。草原で遊んでいたら犬の糞の上で転んでしまった。花を摘も

うとしたら犬の糞があった等、子供たちの活動の妨げになると考えています。犬の侵入の全面

禁止か、制限の検討をお願いします。
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1

（仮称）遠藤笹窪谷公園の整備状況について

藤沢市 都市整備部 西北部総合整備事務所
「キュンとするまち。藤沢」
公式マスコットキャラクター

ふじキュン♡

開 催 ２０２１年１０月２８日
場 所 まちづくり協会ビル３階Ａ会議室

P.1

（仮称）遠藤笹窪谷公園 谷戸環境の保全

慶應義塾大学
看護医療学部

慶應義塾大学SFC

都市公園
（都市公園法）

湘南慶育病院

特別緑地保全地区
（都市緑地法）
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2

P.2

雨水調整機能を有した公園

看護医療
学部

健康の森

湘南慶育
病 院

P.3

（仮称）遠藤笹窪谷公園の完成イメージ
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P.4

現地着手前

全景（東→西）

P.5

令和元年度完成状況

令和元年度 完成全景（東→西）
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P.6

令和元年度完成状況

中央付近（東→西）

P.7

令和２年度完成状況

歩行者デッキ
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P.8

令和３年度整備状況

全景（東→西）

P.9

令和３年度整備状況

管理用通路



2021/12/9

6

P.10

令和３年度整備状況

園路（西→東）

P.11

令和３年度整備状況

小川
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P.12

令和３年度整備状況

管理作業スペース

P.13

令和３年度 これからの整備予定

・園路整備
・照明灯の建柱
・植栽
・公園北側道路
整備
・管理棟の建築
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P.14

雨水調整施設貯留状況（令和３年７月３日）

通常時 貯留時

P.15

令和４年度のスケジュール

① 除草等維持管理を行い、芝を定着させる

② 公園外周の進入防止柵を撤去する

② 測量等、開園に向けた手続き



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 健康の森希少植物分布図 

イボタノキ群 

タマアジサイ 

ササクサ 

アマナ 

コマユミ イワガラミ 

ホソバナライシダ 

コクラン 

キンラン 

チダケサシ 

ギンラン 

ヒトリシズカ 

ヤブムグラ 

キツネノカミソリ 

サイハイラン 

ツルフジバカマ 

コアゼカヤツリ 

アカネスミレ 

アオイスミレ 

ヒトツバキ 

ヤツシロラン 

コクラン 

ソクズ 


